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2議題１．計画、設計の仕事の進め方

１．国の公共事業（公共工事）に対する計画、設計を行うコンサル

成果の品質を確保する制度や手法について

<KEYWORD>
土木設計業務等委託必携、管理技術者、照査技術者、

照査報告書、設計点検シート（チェックリスト）、



3議題２．優良業者の選出方法議題

１．日本では、公共工事の発注にあたり、参加するゼネコンに発注

案件に対する工事の品質管理方法、施工体制や施工方法の

提案を求めているのか？

また、それらを評価項目としているのか？

<KEYWORD>
公共工事の品質確保の促進に関する法律（H17.4.1施行）、
総合評価方式、技術提案、簡易な施工計画



4議題２．優良業者の選出方法議題

２．日本では、公共工事を発注する際、どのように参加する

ゼネコンの技術能力を審査するのか？

<KEYWORD>
競争参加資格（有資格、同種工事の実績、配置予定技術者の

同種工事の経験）、

技術提案もしくは簡易な施工計画、企業の施工能力等



5議題２．優良業者の選出方法議題

３．日本の公共工事では、どのように適切にゼネコンを評価

するのか？

<KEYWORD>
公共工事の品質確保の促進に関する法律（H17.4.1施行）、
総合評価方式（価格と技術評価点を総合的に評価）、

総合評価委員会、

有資格制度（客観点＋主観点（技術評価点））

技術提案もしくは簡易な施工計画、企業の施工能力等



6議題２．優良業者の選出方法議題

４．日本では、国が工事発注する際、大規模、中規模、小規模

工事で発注方法、手続きなどのやり方に違いがあるのか？

<KEYWORD>
国土交通省直轄工事における品質確保促進ガイドライン

工事規模（金額）、技術的難易度、一般競争入札、

工事希望型競争入札、

総合評価方式タイプ（高度技術提案型、ＷＴＯ対象標準型、

標準型、簡易型）



7議題３．施工中における品質確認の監督・検査方法

１．日本では、国が発注する公共工事を施工するゼネコン及び

監督した会社に対して、どのような手法で品質を確認、管理

しているのか？

<KEYWORD>
土木請負工事必携、土木工事共通仕様書、

土木工事施工管理基準（品質管理基準、出来形管理基準）

※国の工事では、発注者に代わり民間会社が直接監督する

制度はない。 監督補助まで。



8議題３．施工中における品質確認の監督・検査方法

２．日本の公共工事を発注する各機関（国／都府県／市町村）

では、どのような品質管理の内容、確認の体制及び方法を

行っているのか？

<KEYWORD>
土木請負工事必携、土木工事共通仕様書、

土木工事施工管理基準（品質管理基準、出来形管理基準）

※地方自治体（都府県／市町村）は概ね国に準じている。



9議題３．施工中における品質確認の監督・検査方法

３．日本では、国が発注する公共工事の施工期間に、どのように

施工品質及び管理品質を監督、評定するのか？

また、どのような流れで監督、評定しているのか？

<KEYWORD>
土木請負工事必携、土木工事共通仕様書、

土木工事施工管理基準（品質管理基準、出来形管理基準）、

段階確認、施工プロセス



10議題３．施工中における品質確認の監督・検査方法

４．日本では、国がゼネコンに対して、どのように施工成果を評定

しているのか？

評定の方法やマニュアルはどのようなものか？

<KEYWORD>
土木請負工事必携、土木工事共通仕様書、

土木工事施工管理基準（品質管理基準、出来形管理基準）、

工事技術検査要領（中間技術検査、完成検査）、段階確認、

施工プロセス、工事成績評定要領



11議題３．施工中における品質確認の監督・検査方法

５．日本では、国が発注する工事においてゼネコンや技術者の

施工実績をどのように次の工事発注に反映しているのか？

施工実績の確認できる資料はどのようなものか？

<KEYWORD>
工事実績情報検索システム（コリンズ）、

技術審査表出力システム、競争参加資格、

同種工事の実績・経験



12議題３．施工中における品質確認の監督・検査方法

６．日本では、国が発注する工事において大規模、中規模、

小規模工事ごとに品質管理の方法は違うのか？

<KEYWORD>
土木請負工事必携、土木工事共通仕様書、

土木工事施工管理基準（品質管理基準、出来形管理基準）



13議題３．施工中における品質確認の監督・検査方法

７．日本の公共工事では、施工に携わる専門技術者をどのように

配置しているのか？

専任または兼任について規定されているのか？

<KEYWORD>
建設業法、専任制、監理技術者、主任技術者、現場代理人、

総括監督員、主任監督員



14議題３．施工中における品質確認の監督・検査方法

７．日本の公共工事では、施工に携わる専門技術者をどのように

配置しているのか？

専任または兼任について規定されているのか？

<KEYWORD>
建設業法、専任制、監理技術者、主任技術者、現場代理人、

総括監督員、主任監督員



15議題３．施工中における品質確認の監督・検査方法

８．日本では、国が発注する工事で民間の専門団体の支援に

よって、工事品質の評定を行うことはあるのか？

民間支援を受ける場合はどんな制度があるのか？

<KEYWORD>
土木請負工事必携、土木工事共通仕様書、

工事技術検査要領（中間技術検査、完成検査）、段階確認、

施工プロセス、工事成績評定要領、総括技術評価官、

主任技術評価官

※国が発注する工事では民間支援で工事成績評定は行って

いない。



16議題４．公共施設等の維持管理方法

１．日本では、国が公共施設の維持管理を行うにあたり、定期的な点検で

安全性を評価する制度を確立しているのか？

甲、もし制度がない場合、制度を構築する予定があるのか？

制度を構築してこなかった理由はなにか？

乙、もし制度がある場合、制度は何を基に構築したのか？

外国の制度を参考としたのか、もしくは独自で制定したのか？

<KEYWORD>
各種点検要領、定期点検、構造物点検、ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、

橋梁・トンネル・舗装ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ

※独自で制定。近年のｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑは海外の先行事例を参考に

している。



17議題４．公共施設等の維持管理方法

２．日本では、国が公共施設の機能を向上させる対策として、

具体的な方法があるのか？

また具体的な成果が上がっているのか？

<KEYWORD>
耐震補強・改修、ユニバーサルデザイン（バリアフリー）、

高齢化社会、国際競争力強化



18議題５．専門技術者の有効な配置

１．日本では、国が各種専門技術者を評価する資格制度を

確立し運用しているのか？

その制度を公共工事の受注者の要件としているのか？

<KEYWORD>
国家資格、施工管理技士（土木、建築、電気、機械）、

技術士、建築士、ＲＣＣＭ等



19議題５．専門技術者の有効な配置

２．日本に技術者の認証、署名の制度はあるのか？

計画、設計及び施工の各段階における技術者に署名して

もらうことによって、問題が発生すれば責任を負ってもらう

規定があるのか？

規定がある場合はどのような責任を負うのか？

また、もし各機関が独自で処理する場合、同じ方法でする

のか？

＜KEYWORD>
瑕疵修補、

※国の発注する公共工事において、認証、署名の制度はない。



20議題５．専門技術者の有効な配置

３．台湾では、地方政府が公共工事を発注する場合、計画、設計

は中小ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄに委託している。

もし計画、設計の成果が良くなければ、また地方政府の審査

する人手不足、専門知識の不足などで問題が発生すると、

工事の品質不良をもたらす可能性がある。

日本にこのような問題は発生していないか？アドバイスを行う

ケースがあるのか？

＜KEYWORD>
技術力低下、体制の脆弱化、技術力向上策、

外部委託（ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ）、設計点検（ｸﾛｽﾁｪｯｸ）

※アドバイスとしては、国の取組みを情報提供している。



21議題５．専門技術者の有効な配置

４．日本に技術的支援が必要な案件に対して、技術者または

コンサルタントを評価するシステム（仕組み）はあるのか？

＜KEYWORD>
発注者支援、産学官共同プロジェクト、

表彰制度（企業、技術者）



22議題５．専門技術者の有効な配置

５．技術者またはｺﾝｻﾙﾀﾝﾄを評価する場合、技術者やｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

が自己申告したもので評価するのか、あるいは発注者側で

確認可能なｼｽﾃﾑがあるのか？

＜KEYWORD>
業務実績情報検索ｼｽﾃﾑ（テクリス）



23議題５．専門技術者の有効な配置

６．技術者またはｺﾝｻﾙﾀﾝﾄをどのような方法で評価するのか？

（資格者数、業界の反応、主な機関の反応はいかに？）

※施工管理技士、技術士、建築士は数万～数十万保有

国の場合、評価の対象は国家資格が原則としており、

評価制度は定着している



24議題５．専門技術者の有効な配置

７．技術者またはｺﾝｻﾙﾀﾝﾄを評価する方法、評価項目や

評価基準の考え方はどのような方向に向かうのか？

＜KEYWORD>
資格証、認定証

※基本的に現在の方法を継続し、問題が生じた場合は部分的に

改善を図る。１級と２級では１級を優位に評価している。



25議題６．その他

１．日本では、国が発注する各種工事（工事分類）に対する施工

技術及び品質管理をマニュアルとして策定しているのか？

それを公共工事を受注しているゼネコンに対して、前期の

計画・施工の参照とする。

甲、もし策定していない場合、策定する考えはあるのか？

策定しない原因は何なのか？

乙、もし策定している場合、どのような内容でどのように活用しているの
か？

＜KEYWORD>
示方書（ｺﾝｸﾘｰﾄ標準示方書、道路橋示方書等）

土木構造物標準設計図集、設計便覧、ＮＥＴＩＳ（新技術活用ｼｽﾃﾑ）

土木施工管理基準（品質管理基準、出来形管理基準等）



26議題６．その他

２．土木工事における工事成績評定、技術検査の実施方法

＜KEYWORD>
検査要領、工事成績評定要領、中間技術検査、既済検査、

完成検査、完済検査、検査命令書

３．公共事業の品質確保の監督・検査・成績評定

＜KEYWORD>
監督技術ﾏﾆｭｱﾙ、工事技術検査要領、工事成績評定要領



27

＜１＞

総合評価方式について



28公共工事品質確保への取り組み

国土交通省における入札契約制度改革概要

近年、国土交通省においては、『競争性・透明性の向上』、『品質の確保』、
『不正行為の防止』を３本柱に、入札制度改革を推進中

近年、国土交通省においては、『競争性・透明性の向上』、『品質の確保』、
『不正行為の防止』を３本柱に、入札制度改革を推進中

調査基準価格の更なる見直し
施工体制確認型総合評価方式の一層の拡大

競争性の更なる向上
直近上位・下位等級範囲の拡大

平成２１年度（2009）

予め定める要件に該当する入札の情報集約と
監視の強化(10/17）

調査基準価格の見直し
施工体制確認型総合評価方式の更なる拡大

競争性の向上
直近上位・下位等級業者を加え競争性の向上

平成２０年度（2008）

総合評価・ダンピング対策の拡充
施工体制確認型総合評価方式の拡大

一般競争入札方式の更なる拡大
見積活用予定価格作成方式の試行

平成１９年度（2007）

改正入札談合等関与防止法
（12/15 公布 3/15 施行）

当面の入札談合防止対策について（3/8）

ダンピング受注対策通知(4/14）

緊急公共工事品質確保対策（12/8）
特別重点調査の実施
施工体制確認型総合評価方式の採用

指名競争は原則なし
適正化指針の改正（5/23）

平成１８年度（2006）

独占禁止法の改正
公共工事の品質確保の促進に関する法律
総合評価の拡充

一般競争入札方式の拡大平成１７年度（2005）

平成１６年度（2004）

違約金条項の創設
指名停止措置の強化

技術力評価の重視（工事成績、経験、技術者）
技術力評価データベースの整備・活用・推進

平成１５年度（2003）

官製談合防止法
総合評価方式の本格実施
ダンピング対策

特殊法人等における予定価格の事前公表試行平成１４年度（2002）

工事費内訳書の提出試行
工事コスト調査の開始一般競争入札の運用範囲の拡大

電子入札試行開始
平成１３年度（2001）

入札契約適正化法平成１２年度（2000）

総合評価方式の試行平成１１年度（1999）

平成１０年度（1998）

ＶＥ方式の導入平成 ９年度（1997）

一般競争入札の導入（９０年ぶりの大改革）平成 ６年度（1994）

不正行為の防止品質の確保＝技術力競争競争性・透明性の向上

調査基準価格の更なる見直し
施工体制確認型総合評価方式の一層の拡大

競争性の更なる向上
直近上位・下位等級範囲の拡大

平成２１年度（2009）

予め定める要件に該当する入札の情報集約と
監視の強化(10/17）

調査基準価格の見直し
施工体制確認型総合評価方式の更なる拡大

競争性の向上
直近上位・下位等級業者を加え競争性の向上

平成２０年度（2008）

総合評価・ダンピング対策の拡充
施工体制確認型総合評価方式の拡大

一般競争入札方式の更なる拡大
見積活用予定価格作成方式の試行

平成１９年度（2007）

改正入札談合等関与防止法
（12/15 公布 3/15 施行）

当面の入札談合防止対策について（3/8）

ダンピング受注対策通知(4/14）

緊急公共工事品質確保対策（12/8）
特別重点調査の実施
施工体制確認型総合評価方式の採用

指名競争は原則なし
適正化指針の改正（5/23）

平成１８年度（2006）

独占禁止法の改正
公共工事の品質確保の促進に関する法律
総合評価の拡充

一般競争入札方式の拡大平成１７年度（2005）

平成１６年度（2004）

違約金条項の創設
指名停止措置の強化

技術力評価の重視（工事成績、経験、技術者）
技術力評価データベースの整備・活用・推進

平成１５年度（2003）

官製談合防止法
総合評価方式の本格実施
ダンピング対策

特殊法人等における予定価格の事前公表試行平成１４年度（2002）

工事費内訳書の提出試行
工事コスト調査の開始一般競争入札の運用範囲の拡大

電子入札試行開始
平成１３年度（2001）

入札契約適正化法平成１２年度（2000）

総合評価方式の試行平成１１年度（1999）

平成１０年度（1998）

ＶＥ方式の導入平成 ９年度（1997）

一般競争入札の導入（９０年ぶりの大改革）平成 ６年度（1994）

不正行為の防止品質の確保＝技術力競争競争性・透明性の向上

民間の技術を活用する
新たな入札・契約方式の

試行・導入

ＷＴＯ、ゼネコン汚職

受託収賄事件

社会不振

低入札の増加

低入札の急増

入札ボンドの試行導入

不落・不調
の急増

橋梁談合
官製談合
成田重電談合

水門談合

～
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価格競争

価格のみ

価格競争

価格のみ

総合評価

価格と

品質（技術力）

総合評価

価格と

品質（技術力）

一般競争入札

指名競争入札

競争参加
資格審査

入札・契約
（工事ごと）

（２年に１度）

建
設
業
許
可
取
得

建
設
業
許
可
取
得

入

札

公

告

入

札

公

告

企
業
の
格
付
け
（
有
資
格
者
名
簿
）

企
業
の
格
付
け
（
有
資
格
者
名
簿
）

入
札
参
加
資
格
確
認

入
札
参
加
資
格
確
認

指名通知指名通知

入

札

入

札

契

約

契

約

工期、機能、安全性などの価格以外の要素と価格とを
総合的に評価して落札者を決定する方式

出展：公共工事における総合評価方式

活用検討委員会資料抜粋
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工期、機能、安全性などの価格以外の要素と価格とを総合的
に評価して落札者を決定する方式

工期、機能、安全性などの価格以外の要素と価格とを総合的
に評価して落札者を決定する方式

予め、入札公告等において、
技術提案を求める内容
技術提案の評価の方法

を公表

提出された技術提案を公
表された評価方法に従って
審査し、技術提案毎に技術
点を決定

技術提案
の提出

評価値＝
技術評価点

入札価格

提案内容によ
り、標準点に
加算点を付与。
技術提案が適
切でない場合
は、標準点を
与えない。

評価値が最も高い者が落札
者（予定価格の範囲内）

価格

技
術
評
価
点

予定
価格評価値

落札者

標準点
(100点)

130点（110～150点）

加算点

※ 現在、国の工事では除算方式を適用。一部の工事で、加算方式を試行中

【想定される総合評価の評価項目】
総合的なコストの削減につながる工事 維持管理費・更新費、補償費 など

工事目的物の性能・機能の向上が実現できる工事 初期性能の持続性、耐久性・安定性の向上 など

社会的要請に対応した工事 環境の維持（騒音・振動・水質汚濁など）、交通の確保、安全
対策、リサイクル など
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標準点（１００点）＋加算点

入札価格

技術評価点

入札価格
＝＝評価値

・技術提案の評価
・企業評価
・技術者評価 を点数化

技術評価点価格評価点 ＝＝評価値 ＋ α（１－入札価格÷予定価格） ＋技術評価点

＜加算方式＞：国土交通省においても試行中

＜除算方式＞：現在の国土交通省の例

・技術提案の評価
・企業評価
・技術者評価 等を点数化

総合評価方式は、「価格」と「価格以外の要素（技術力）」を総合的に評価し落札者を
決定する方式です。「価格以外の要素（技術力）」の評価結果を数値化した技術評価点
（標準点＋加算点）を企業の入札価格（予定価格以下であること）で除して算出された
数値（＝評価値）が最も高い業者を落札者とするものです。 （除算方式）

企業の入札価格（予定価格以下であること）を一定のルールにより点数化した「価格評
価点」と価格以外の要素（技術力）を点数化した「技術評価点」を足し合わせ算出された
数値（＝評価値）が最も高い業者を落札者とするものです。 （加算方式）

■ 総合評価方式とは・・・

※α：加算比率により設定
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除算方式における落札者の決定
 

β

標準点
（100点）

100点+β

標準点+加算点

Ａ

Ｂ

Ｃ

入札価格
予定価格

は、「要件①（入札価格が予定価格の範囲内）」を満足しない領域

は、「要件②（最低限の要求要件）」を満足しない領域

D

基準評価値

Ｂの評価値

出展：公共工事における総合評価方式

活用検討委員会資料抜粋
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３-１．総合評価の評価方法の違いによる効果検証
～加算方式と除算方式の比較①～

出展：公共工事における総合評価方式

活用検討委員会資料抜粋

○ 除算方式は、加算方式と比べて、極端な低入札が、評価値に与える影響が

高い。
評価値＝価格評価点＋技術評価点

評価値＝Ａ×（１－入札率）＋Ｂ×得点率

入札価格 得点
予定価格 加算点満点

入札率＝ 得点率＝ 評価値＝

標準点＋加算点
入札価格

100＋加算点満点×得点率
予定価格×入札率

入札価格
技術評価点

＝評価値＝

加算方式 除算方式

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

応札率（入札価格／予定価格）

価
格
評
価
点

価格評価点＝100×（1－応札率）

価格評価点の
差が50点

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

応札率（入札価格／予定価格）

応
札
率
1
0
0
%
に
対
し
正
規
化
し
た
評
価
値

  評価値＝技術評価点／入札価格
   　　　＝技術評価点／（予定価格×応札率）

評価値が2倍

加算方式では、応札率50%の場合には、
技術評価点を５０点加点した場合と同等。
（※価格：技術＝１００点：１００点 の場合）

除算方式では、応札率50%の場合には、
技術評価点を２倍に加点した場合と同等。
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難
易
度
、
工
夫
の
余
地

１．簡易型
技術的な工夫の余地が小さい工事を対象に、発注者が示す仕様
に基づき、適切で確実な施工を行う能力を求める場合に適用

２．標準型
技術的な工夫の余地が大きい工事を対象に、発注者が示す標準
案に対し、特定の課題について施工上の工夫等の技術提案を求め、
工事の品質をより高めることを期待する場合に適用

３．高度技術提案型
技術的な工夫の余地が大きい工事を対象に、特定の課題につい
て構造上の工夫や特殊な施工方法等を含む高度な技術提案を求
め、工事の品質をより高めることを期待する場合に適用

発注者が標準案に基づき算定した工事価格を予定価格

技術提案に基づき予定価格を作成

※体制が脆弱な市区町村においては、「市区町村向け簡易型」を活用

総合評価方式について

出展：国土交通省直轄工事における品質確保促進ガイドライン（H17.9）
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総合評価方式実施状況

98.8%97.0%

75.1%

15.3%2.8%

99.6%99.2%
91.2%

41.3%

42.6%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度
（1月迄）

件数ベース
金額ベース

○品確法制定前（H16年度）は全工事発注件数に占める割合は３％弱
○品確法制定後は前年比約５倍（件数ベース）で拡大。
○平成19年度はほぼ全ての工事の発注を総合評価方式で実施。
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◆総合評価方式のタイプの適用基準（近畿運用）

標準型Ⅰ型

簡易型

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

高度技術提案型標準型Ⅰ型（ＷＴＯ対象）

技術的難易度

標準型Ⅱ型

簡易型

７．９億円

３．０億円

０．５億円
（０．６）

技術的難易度　　　高

大
　
工
事
規
模

◆発注標準（近畿運用）
ランク

Ａ

Ｃ Ｃ＋Ｄ

Ｄ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

Ａ＋Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ａ＋Ｂ

技術的難易度

Ｂ＋Ｃ

Ｃ Ｂ＋Ｃ

Ｄ Ｃ＋Ｄ

Ｂ

0.6億円

3.0億円

4.5億円

7.2億円

7.9億円
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技 術 的 難 易 度 表
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■総合評価方式の評価項目

１）総合評価方式の評価項目は、技術提案に係わる項目、施工計画、企業の施工能力等により構成する。
①高度技術提案型、標準型Ⅰ型（ＷＴＯ対象）の評価項目は、技術提案に係わる項目のみとする。
②標準型Ⅰ型の評価項目は、技術提案に係わる項目、企業の施工能力等の項目により構成する。
③標準型Ⅱ型と簡易型の評価項目は、施工計画、企業の施工能力等の項目により構成する。
２）評価項目の内容は以下のとおりとする。
①技術提案に係る評価項目は、工事目的物の性能・機能の向上に関する項目を基本とし、必要に応じ総合的なコストの縮減
に関する項目、社会要請への対応に関する項目を加える。

②施工計画については、工事を確実に実施する上で必要な簡易な施工計画（工程管理、品質管理、安全管理、施工管理）を求める。
③企業の施工能力等の項目については、①企業の施工能力②配置予定技術者の能力③社会・地域貢献等を踏まえて選定する。

評価項目総合評価の
タイプ

技術提案に係る評価項目 施工計画 企業の施工能力等

高度技術提案型
標準型

（ＷＴＯ対象）

・①総合的なコストの縮減、②工事目的物の性能・機能の向上、
③社会的要請への対応に関する項目について工事内容、現場
条件、自然環境等を踏まえて選定

標準Ⅰ型

・①総合的なコストの縮減、②工事目的物の性能・機能の向上、
③社会的要請への対応に関する項目について工事内容、現場
条件、自然環境等を踏まえて選定

①企業の施工能力

②配置予定技術者の能力

③社会・地域貢献等を踏まえて選定

標準Ⅱ型

・工事を確実に実施するうえで必要な施工計画
（①工程管理、②品質管理、③安全管理、④施工
管理）

①企業の施工能力

②配置予定技術者の能力

③地域精通度

④社会・地域貢献等を踏まえて選定

標準Ⅱ型
（維持作業に適用）

・工事を確実に実施するうえで必要な施工計画
（①工程管理、②品質管理、③安全管理、④施工
管理の内、工事内容にあわせて適宜項目を選定
する）

①企業の施工能力

②配置予定技術者の能力

③地域精通度

④社会・地域貢献等を踏まえて選定

簡易型

・簡易な工程計画又は施工上配慮すべき事項 ①企業の施工能力

②配置予定技術者の能力

③地域精通度

④社会・地域貢献等を踏まえて選定
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① 高度技術提案型の評価項目と加算点

分類 加算点

・維持管理費・更新費など

・その他、補償費など

・初期性能の持続性の向上

・強度、耐久性、安定性の向上

・供用性の向上

・特別な安全対策
・省資源対策又はリサイクル対策

評価項目

・環境の維持（騒音、振動、粉塵、水質汚濁、地盤沈下、土壌汚染、
大気環境など）

・交通の確保（規制車線数、規制時間、交通ネットワークの確保、災
害復旧など）

技術提
案に係る
項目

工事目的物の性能・機能の向上に関する項目

総合的なコストの縮減に関する項目

社会的要請の対応に関する項目

50～70

② 標準型Ⅰ型（ＷＴＯ対象）の評価項目と加算点

分類 加算点

・維持管理費・更新費

・その他、補償費　　等

・初期性能の持続性の向上

・強度、耐久性、安定性の向上

・供用性の向上　　等

・特別な安全対策
・省資源対策又はリサイクル対策

社会的要請の対応に関する項目

工事目的物の性能・機能の向上に関する項目

評価項目

・環境の維持（騒音、振動、粉塵、水質汚濁、地盤沈下、土壌汚染、
大気環境など）
・交通の確保（規制車線数、規制時間、交通ネットワークの確保、災
害復旧など）

40

総合的なコストの縮減に関する項目

技術提
案に係る
項目
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③ 標準型Ⅰ型の評価項目と加算点
分類 加算点

・維持管理費 ・更新費
・その他、補償費　　　　等
・初期性能の持続性の向上
・強度、耐久性、安定性の向上
・供用性の向上　　等

・特別な安全対策
・省資源対策又はリサイクル対策

4

優良工事表彰 （局長、事務所長 ）
安全管理優良請負者表彰
イメージアップ優良工事表彰
技術開発に関しての表彰
工事成績優秀企業認定

2

2

1

1

競売妨
害や建
設業法
違反等
による減

※８

その他 ※９

※７ 全加算点が４０点を超えない範囲とする。

※９ 減点により標準点（ 100点）を下回る場合は標準点とし、それ以下の減点は行わない。

Max16

40
※ ７

技術提
案に係る
項目
※１

公共工事構造物品質コンテストの表彰

※８　平成 19年４月１日から競争参加確認申請書の提出期限の日までに近畿地方整備局から指名停止を受けた企業 -２点、文書警告を受けた
　　　企業 -1点、文書注意を受けた企業は -0.5点とし、複数ある場合は累積する。ただし、工事成績評定において減点措置を講じた場合は
　　　対象外とする。

※２近畿地整での過去２年間の工事成績評定の平均

監理技術者 ・主任技術者として （直轄又は他省
庁の工事２点、公団 ・府県・政令市の工事１点 ）、
監理技術者 ・主任技術者以外での工事０点

※６　有用な新技術のうち、推奨技術、推奨技術候補、設計比較対象技術が採用されている場合は２点、少実績優良技術、活用促進技術
　　　が採用されている場合は１点

評価基準 配点

認定された企業は、認定後１年間４点

技術提案の中で、新技術情報提供システム
（NET IS ）登録技術において、有用な技術とされ
た新技術の提案の有無※６

平成 18・19年度における国土交通省近畿地方整
備局所掌の工事 （港湾空港関係を除く。）の下請
け企業の表彰の有無

工事目的物の性
能 ・機能の向上に
関する項目

平成 18年及び平成 19年における国土交通省近
畿地方整備局所掌の工事 （港湾空港関係を除
く。）の公共構造物品質コンテス トの表彰の有無
（それぞれ１点 ）

24

平成 18・19年度における近畿地整の表彰の有無
（いずれか１つ表彰があれば　１点 ）

総合的なコストの
縮減に関する項目

下請企業の表彰

有用な新技術の採用

※２　※３　※ ４　※ ５

技術者表彰

・交通の確保 （規制車線数、規制時間、交通
ネットワークの確保、災害復旧など）

Max 6

平成 18・19年度における近畿地整の表彰の有無
（局長表彰２点 、事務所長表彰１点 ）

1

推奨ユニット数以上で評価

平成 18年度以降の近畿地整管内の行政機関か
らの表彰 ・感謝状の有無（いずれか１つ表彰あ
れば１点 ）

継続学習制度（ＣＰＤ）

社会・地
域貢献

災害活動、地域ボランティア活動に対しての行政機関か
らの表彰

企業の
施工能
力

配置予
定技術
者の能
力

※４　平成 18年度及び平成 19年度に該当工事がない場合は 65点とする。（評価は 0点とする。）
※５　平成 18年度及び平成 19年度において、各年度の平均点がどちらも60点未満の場合は欠格とする。

評価項目

社会的要請の対
応に関する項目

同種工事についての過去 15年間の監理技術者等として
の施工経験

企業の
施工能
力等

・環境の維持 （騒音、振動、粉塵、水質汚濁、地
盤沈下、土壌汚染、大気環境など）

表彰

※１　技術提案書に係る項目の記載内容が適正でない（未記載を含む。）場合は、競争参加資格を認めない。
※２ 当該工種の工事成績評定点の平均が 75点以上  ４点、 70点以上 75点未満  ２点、 65点以上 70点未満  ０点、 60点以上 65点未満  －２点、
     60点未満  －４点
※３　前年度（平成19年度）の全ての工種を対象とし、調査基準価格を下回った価格で契約した工事がある場合は、※２の工事成績評定点の
　　　平均の評価は行わず、成績が 60点以上 65点未満の場合は  －４点、60点未満の場合は  －８点とし、複数工事がある場合は、累積する。
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④ 標準型Ⅱ型の評価項目と加算点
分類 加算点

4

優良工事表彰 （局長、事務所長 ）
安全管理優良請負者表彰
イメージアップ優良工事表彰
技術開発に関しての表彰
工事成績優秀企業認定

2

1

2

1

1

1

1

1

競売妨
害や建
設業法
違反等
による減

※８

その他 ※９

※７ 全加算点が３０点を超えない範囲とする。

※９ 減点により標準点（100点）を下回る場合は標準点とし、それ以下の減点は行わない。

Max 15

30
※ ７

※５　平成18年度及び平成19年度において、各年度の平均点がどちらも60点未満の場合は欠格とする。
※６　有用な新技術のうち、推奨技術、推奨技術候補、設計比較対象技術が採用されている場合は２点、少実績優良技術、活用促進技術
　　　が採用されている場合は１点

※８　平成19年４月１日から競争参加確認申請書の提出期限の日までに近畿地方整備局から指名停止を受けた企業-２点、文書警告を受けた
　　　企業-1点、文書注意を受けた企業は-0.5点とし、複数ある場合は累積する。ただし、工事成績評定において減点措置を講じた場合は
　　　対象外とする。

※１　技術提案書に係る項目の記載内容が適正でない（未記載を含む。）場合は、競争参加資格を認めない。
※２ 当該工種の工事成績評定点の平均が75点以上  ４点、 70点以上 75点未満  ２点、 65点以上 70点未満  ０点、 60点以上 65点未満  －２点、
     60点未満  －４点
※３　前年度（平成19年度）の全ての工種を対象とし、調査基準価格を下回った価格で契約した工事がある場合は、※２の工事成績評定点の
　　　平均の評価は行わず、成績が 60点以上 65点未満の場合は  －４点、 60点未満の場合は  －８点とし、複数工事がある場合は、累積する。
※４　平成18年度及び平成19年度に該当工事がない場合は65点とする。（評価は0点とする。）

配置予
定技術
者の能
力

監理技術者・主任技術者として （直轄又は他省
庁の工事２点、公団 ・府県 ・政令市の工事１点 ）、
監理技術者 ・主任技術者以外での工事０点

地域精
通度

本店の所在地

推奨ユニット数以上で評価

技術者表彰

災害協定の締結の有無

15

評価項目

公共工事構造物品質コンテストの表彰

※２近畿地整での過去２年間の工事成績評定の平均 ※２　※３　※４　※５

認定された企業は、認定後１年間４点

平成18年及び平成 19年における国土交通省近畿地
方整備局所掌の工事 （港湾空港関係を除く。）の公共
構造物品質コンテストの表彰の有無（それぞれ１点 ）

社会 ・地
域貢献

Max 6

下請企業の表彰

有用な新技術の採用

企業の
施工能
力

配点評価基準

工事の内容に応じて４つの評価項目につい
て適切に配点し、評価する。

施工管理 （社会的要請事項 ）

工程管理
品質管理

災害活動、地域ボランティア活動に対しての行政機関か
らの表彰

平成18年度以降の近畿地整管内の行政機関か
らの表彰 ・感謝状の有無 （いずれか１つ表彰あ
れば１点 ）

技術提案の中で、新技術情報提供システム
（NET IS）登録技術において、有用な技術とされ
た新技術の提案の有無※６

平成 18・19年度における近畿地整の表彰の有無
（局長表彰２点、事務所長表彰１点 ）

同種工事についての過去15年間の監理技術者等として
の施工経験

継続学習制度（ＣＰＤ）

平成 18・19年度における国土交通省近畿地方整
備局所掌の工事（港湾空港関係を除く。）の下請
け企業の表彰の有無

企業の
施工能
力等

近畿管内直轄１．０　　近畿管内府県及び他地
整０．５

工事実施市町村に本店の有無

平成18・19年度における近畿地整の表彰の有無
（いずれか１つ表彰があれば　１点 ）

施工計
画 安全管理

ＩＳＯ９０００シリーズ認証取得 ＩＳＯ９０００シリーズ認証取得の有無

過去５年間の地域内工事の実績

1

工事実施市町村内工事実績（直轄１．０、他省
庁 ・公団 ・府県 ・政令市０．５）

表彰
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⑤ 簡易型の評価項目と加算点

分類 加 算 点

4
優 良 工 事 表 彰 （局 長 、 事 務 所 長 ）
安 全 管 理 優 良 請 負 者 表 彰

イ メ ー ジ ア ッ プ 優 良 工 事 表 彰

技 術 開 発 に 関 し て の 表 彰

工 事 成 績 優 秀 企 業 認 定

2

1

2

1

1

1

1

1

競 売 妨
害 や 建
設 業 法
違 反 等
に よ る 減

※ ８

そ の 他 ※ ９

※ ７ 全 加 算 点 が ２ ０ 点 を 超 え な い 範 囲 と す る 。

※ ９ 減 点 に よ り 標 準 点 （ 1 0 0点 ） を 下 回 る 場 合 は 標 準 点 と し 、 そ れ 以 下 の 減 点 は 行 わ な い 。

M a x  1 5

2 0
※ ７

※ ８ 　 平 成 1 9年 ４ 月 １ 日 か ら 競 争 参 加 確 認 申 請 書 の 提 出 期 限 の 日 ま で に 近 畿 地 方 整 備 局 か ら 指 名 停 止 を 受 け た 企 業 -２ 点 、 文 書 警 告 を 受 け た
　 　 　 企 業 - 1点 、 文 書 注 意 を 受 け た 企 業 は - 0 . 5点 と し 、 複 数 あ る 場 合 は 累 積 す る 。 た だ し 、 工 事 成 績 評 定 に お い て 減 点 措 置 を 講 じ た 場 合 は
　 　 　 対 象 外 と す る 。

工 程 管 理 又 は 施 工 上 配 慮 す べ き 事 項

有 用 な 新 技 術 の 採 用

配 置 予
定 技 術
者 の 能
力

企 業 の
施 工 能
力

下 請 企 業 の 表 彰

技 術 者 表 彰

同 種 工 事 に つ い て の 過 去 1 5年 間 の 監 理 技 術 者 等 と し て
の 施 工 経 験

※ ２ 　 ※ ３ 　 ※ ４ 　 ※ ５

公 共 工 事 構 造 物 品 質 コ ン テ ス トの 表 彰

平 成 1 8 ・ 1 9年 度 に お け る 近 畿 地 整 の 表 彰 の 有 無
（い ず れ か １つ 表 彰 が あ れ ば 　 １点 ）

平 成 1 8 ・ 1 9年 度 に お け る 国 土 交 通 省 近 畿 地 方 整
備 局 所 掌 の 工 事 （港 湾 空 港 関 係 を 除 く 。 ）の 下 請
け 企 業 の 表 彰 の 有 無

技 術 提 案 の 中 で 、 新 技 術 情 報 提 供 シ ス テ ム
（ N E T IS ）登 録 技 術 に お い て 、 有 用 な 技 術 と さ れ
た 新 技 術 の 提 案 の 有 無 ※ ６

監 理 技 術 者 ・主 任 技 術 者 と し て （直 轄 又 は 他 省
庁 の 工 事 ２点 、 公 団 ・府 県 ・政 令 市 の 工 事 １点 ）、
監 理 技 術 者 ・主 任 技 術 者 以 外 で の 工 事 ０点

配 点

工 事 実 施 市 町 村 に 本 店 の 有 無

施 工 計
画

工 事 の 内 容 に 応 じ て 評 価 項 目 を 定 め 技 術 提 案
を 求 め る

5

本 店 の 所 在 地

継 続 学 習 制 度 （Ｃ Ｐ Ｄ ）

ＩＳ Ｏ ９ ０ ０ ０ シ リ ー ズ 認 証 取 得

評 価 項 目 評 価 基 準

認 定 さ れ た 企 業 は 、認 定 後 １年 間 ４点

平 成 1 8年 及 び 平 成 1 9年 に お け る 国 土 交 通 省 近
畿 地 方 整 備 局 所 掌 の 工 事 （港 湾 空 港 関 係 を 除
く 。 ）の 公 共 構 造 物 品 質 コ ン テ ス トの 表 彰 の 有 無
（そ れ ぞ れ １点 ）

ＩＳ Ｏ ９ ０ ０ ０ シ リ ー ズ 認 証 取 得 の 有 無

※ ６ 　 有 用 な 新 技 術 の う ち 、 推 奨 技 術 、 推 奨 技 術 候 補 、 設 計 比 較 対 象 技 術 が 採 用 さ れ て い る 場 合 は ２ 点 、 少 実 績 優 良 技 術 、 活 用 促 進 技 術
　 　 　 が 採 用 さ れ て い る 場 合 は １ 点

※ ２ 当 該 工 種 の 工 事 成 績 評 定 点 の 平 均 が 7 5点 以 上  ４ 点 、 7 0点 以 上 7 5点 未 満  ２ 点 、 6 5点 以 上 7 0点 未 満  ０ 点 、 6 0点 以 上 6 5点 未 満  － ２ 点 、
     6 0点 未 満  － ４ 点

※ １ 　 技 術 提 案 書 に 係 る 項 目 の 記 載 内 容 が 適 正 で な い （ 未 記 載 を 含 む 。 ） 場 合 は 、 競 争 参 加 資 格 を 認 め な い 。

平 成 1 8 ・ 1 9年 度 に お け る 近 畿 地 整 の 表 彰 の 有 無
（局 長 表 彰 ２点 、 事 務 所 長 表 彰 １点 ）

※ ５ 　 平 成 1 8年 度 及 び 平 成 1 9年 度 に お い て 、 各 年 度 の 平 均 点 が ど ち ら も 6 0点 未 満 の 場 合 は 欠 格 と す る 。

社 会 ・地
域 貢 献

災 害 協 定 の 締 結 の 有 無
近 畿 管 内 直 轄 １ ． ０ 　 　 近 畿 管 内 府 県 及 び 他 地
整 ０ ． ５

災 害 活 動 、地 域 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 に 対 し て の 行 政 機 関 か
ら の 表 彰

推 奨 ユ ニ ッ ト数 以 上 で 評 価

1

※ ３ 　 前 年 度 （ 平 成 1 9年 度 ） の 全 て の 工 種 を 対 象 と し 、 調 査 基 準 価 格 を 下 回 っ た 価 格 で 契 約 し た 工 事 が あ る 場 合 は 、 ※ ２ の 工 事 成 績 評 定 点 の
　 　 　 平 均 の 評 価 は 行 わ ず 、 成 績 が 6 0点 以 上 6 5点 未 満 の 場 合 は  － ４ 点 、 6 0点 未 満 の 場 合 は  － ８ 点 と し 、 複 数 工 事 が あ る 場 合 は 、 累 積 す る 。
※ ４ 　 平 成 1 8年 度 及 び 平 成 1 9年 度 に 該 当 工 事 が な い 場 合 は 6 5点 と す る 。 （ 評 価 は 0点 と す る 。 ）

企 業 の
施 工 能
力 等

※ ２ 近 畿 地 整 で の 過 去 ２ 年 間 の 工 事 成 績 評 定 の 平 均

平 成 1 8年 度 以 降 の 近 畿 地 整 管 内 の 行 政 機 関 か
ら の 表 彰 ・感 謝 状 の 有 無 （い ず れ か １つ 表 彰 あ
れ ば １点 ）

M a x  6

地 域 精
通 度 過 去 ５年 間 の 地 域 内 工 事 の 実 績

工 事 実 施 市 町 村 内 工 事 実 績 （直 轄 １ ． ０ 、 他 省
庁 ・公 団 ・府 県 ・政 令 市 ０ ． ５ ）

表 彰
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平成20年度総合評価実施状況（近畿地方整備局） 平成２１年３月３１日 現在

99.999.688.841.530.731.826.4
総合評価実施率
（金額ベース ％）

259,022235,896151,60082,30068,300100,20056,700
総合評価金額
（百万円）

1,3251,235693123559782総合評価件数

Ｈ２０Ｈ１９Ｈ１８Ｈ１７Ｈ１６Ｈ１５Ｈ１４年度

99.999.688.841.530.731.826.4
総合評価実施率
（金額ベース ％）

259,022235,896151,60082,30068,300100,20056,700
総合評価金額
（百万円）

1,3251,235693123559782総合評価件数

Ｈ２０Ｈ１９Ｈ１８Ｈ１７Ｈ１６Ｈ１５Ｈ１４年度

■工事における総合評価方式の変遷

一般競争入札（政府調達型）
総合評価方式（１０点）

公募型指名競争入札
一部に総合評価方式を採用

(１０点）

工事希望型指名競争入札

通常指名競争入札

7.3億円

3.0億円

2.0億円

1.0億円

従 前

一般競争入札（政府調達型）
高度技術提案型 50～70点

標準型Ⅰ 40点

一般競争入札
標準型Ⅰ 40点

一般競争入札
標準型Ⅱ 30点
簡易型 20点

工事希望型指名競争入札

Ｈ２１年度４月

3.0億円

0.5億円

7.9億円

平成１７年１０月～
○平成17年9月の「国土交通省直轄工事における品質
確保促進ガイドラインについて」を受けて原則総合評

価方式によることとした上で一般競争入札の適用 範
囲を拡大し、工事規模と難易度 により総合評価方式
を高度型、標準型、簡易型の３つに分類（加算点：１０
点）

平成１８年 ４月～
○技術提案のより優れた企業が評価されるよう加算点
を見直し
（高度型：３０～５０点、標準型２０点、簡易型１５点）

平成１８年１２月～
○施工体制確認型の導入に伴い、施工体制点（３０点）
との比率を考慮し加算点を引き上げ（高度型：５０～７０
点、標準型：４０点、簡易型：３０点）

工事の入札契約の実施方針と実施状況

一般競争入札の拡大と総合評価方式の拡充
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◇平成２０年度（平成２１年１月末時点）の近畿（福井県を除く）各府県における工事発注件数
に占める総合評価導入率は１０％強の状況である。（各自治体報告データとりまとめ：近畿地方整備局）

■ 近畿管内自治体の総合評価方式の導入状況

H21.1末時点

平成２０年度
総合評価方式
実施件数
(予定)

平成２０年度
工事発注件数※
（予定）

総合評価
実施率

Ａ Ｂ Ａ／Ｂ

福井県 100件 - -
滋賀県 70件 1000件 7.0%
京都府 50件 1600件 3.1%
大阪府 160件 2300件 7.0%
兵庫県 120件 1400件 8.6%
奈良県 220件 900件 24.4%
和歌山県 400件 2400件 16.7%
近 畿 計 1020件 9600件 10.6%

※１　工事発注件数とは、「予定価格２５０万円以上」のものとする
※２　近畿計は福井県分を除く

地域別

都道府県名地整

都道府県別総合評価方式実施状況（近畿）

近畿

自治体総合評価方式の導入状況
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近畿７府県・４政令市における総合評価方式導入状況及び予定
Ｈ２１．１月末現在（各自治体報告データとりまとめ：近畿地方整備局）

◇平成２０年度の近畿地方の市町村（７府県計：２２０市町村）における総合評価導入率は平
成２１年１月末時点で６８％（１５０市町村）で、全国平均の５０％を大きく上回っている。
◇特徴としては、地方部の導入率が高く、都市部の導入率が低い傾向にある。

■ 近畿管内自治体の総合評価方式の導入状況

都 道 府 県 内
区 市 町 村 数

（ Ａ ） ※

うち総合評価
導 入
区 市 町 村 数

（ Ｂ ）

区市町村総合評価

導 入 割 合
（ Ｃ ＝ Ｂ ／ Ａ ）

都 道 府 県 内
区 市 町 村 数

（ Ａ ） ※

うち総合評価
導 入
区 市 町 村 数

（ Ｂ ）

区市町村総合評価

導 入 割 合
（ Ｃ ＝ Ｂ ／ Ａ ）

都 道 府 県 内
区 市 町 村 数

（ Ａ ） ※

うち総合評価
導 入
区 市 町 村 数

（ Ｂ ）

区市町村総合評価

導 入 割 合
（ Ｃ ＝ Ｂ ／ Ａ ）

福 井 県 17 0 0% 17 14 82% 17 16 94%

滋 賀 県 26 1 4% 26 21 81% 26 23 88%

京 都 府 26 1 4% 26 5 19% 26 9 35%

大 阪 府 43 1 2% 43 6 14% 43 11 26%

兵 庫 県 41 1 2% 41 20 49% 41 29 71%

奈 良 県 39 0 0% 39 14 36% 39 32 82%

和 歌 山 県 30 0 0% 30 30 100% 30 30 100%

近 畿 管 内 222 4 2% 222 110 50% 222 150 68%

1827 36 2% 1816 535 29% 1805 925 51%

政令市・特別区・市町村における総合評価方式の導入状況

平成２０年度見込み(１月末時点)平成１９年度

全国合計

平成１８年度

地整
都道府
県名

近畿

市町村における総合評価方式の導入状況



46一般競争入札の拡大と総合評価方式の拡充

近畿地方整備局の総合評価方式への取り組み⑤

年度別落札者の加算点と落札価格について

32.1% 32.3%

51.8% 51.7%

58.3%

20.5%

29.2% 27.8%

67.0%

19.0%

9.4%

0.9%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

価格＝品質

価格＞品質

価格＜品質

■総合評価実施状況（近畿地方整備局） 平成２１年１月３１日 現在



47一般競争入札の拡大と総合評価方式の拡充

近畿地方整備局の総合評価方式への取り組み⑥

平成２０年度総合評価方式別落札者の加算点と価格について

34.8%

47.5%

60.6%

26.1% 26.6%
29.6%

39.1%

25.9%

9.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

標準型Ⅰ型 標準型Ⅱ型 簡易型

価格＝品質

価格＞品質

価格＜品質

■総合評価実施状況（近畿地方整備局） 平成２１年１月３１日 現在
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＜２＞

工事の円滑な実施等について
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「ダンピング対策」と「予定価格」に関する要望内容「ダンピング対策」と「予定価格」に関する要望内容

■ダンピング対策関連全般

①ダンピング対策の強化を図ること

②施工体制確認型の積極的な活用を図ること

③施工体制確認型の自治体への導入を指導する
こと

④調査基準価格を90%以上に引き上げること
⑤調査基準価格の範囲（2／3～8.5／10）を見
直すこと

⑥最低制限価格・失格基準を工種ごとに設定す
ること

⑦自治体に新調査基準価格の導入を指導するこ
と

■予定価格全般

①予定価格の事前公表を取りやめるよう指導
すること

②市町村による歩切りの実態調査と指導を行
うこと

③発注時に的確な条件明示を行うこと

④生活給を加味した労務単価の設定方法に抜
本改正すること

⑤労務単価について他産業の平均賃金水準と
比較し是正措置を講じること

⑥市場価格に合った労務単価・歩掛かりに改
めること

最も多かった3項目の要望状況

平成２０年度 全国建設業協会ブロック会議のまとめ

要望内容 北海道 東北 関東 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州

調査基準価格を90%以上に引き上げること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地域要件の活用や地域貢献の評価により、
地元企業の受注機会の確保を図ること

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地方公共団体の総合評価方式の導入を促進
すること

○ ○ ○ ○ ○
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調査基準価格の見直し 落札率と工事成績の関係

• 落札率90%未満になると、工事成績評定点が平均点未満の工事となる割合が急
増。

39.3%

50.0%

66.4% 67.8%

9.7%

7.1%

4.0%

37.0%

43.5%

46.4%

37.5%

26.4% 25.4%

18.5%

7.1%

24.2%23.5%21.4%
26.3%

5.4%

4.2%

19.0%
21.0%13.2%

31.0%34.2%

2.7%3.2%

22.6%
26.3%

7.1%

28.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

6
5
%未
満

6
5
%以
上
～
70
%
未
満

7
0
%以
上
～
75
%
未
満

7
5
%以
上
～
80
%
未
満

8
0
%以
上
～
85
%
未
満

8
5
%以
上
～
90
%
未
満

9
0
%以
上
～
95
%
未
満

9
5
%以
上
～
10
0
%

落札率

比
率

下請企業が赤字の工事かつ平均点未満

平均点未満の工事

下請企業が赤字の工事

下請企業が黒字の工事かつ平均点以上

※工事成績評定点の平均点は、各地方整備局等毎の
平均点
（平成16年・17年・18年度竣工の土木工事）

※工事コスト調査対象工事：

予定価格の３分の２から１０分の８．５の範囲
内で定められる調査基準価格を下回る金額
で契約が行われた低入札工事

・工事成績評定点の平均点未満
ｏｒ
・下請企業が赤字

※対象データ:平成16年・17年・18年竣工工事

　　　　　　（工事規模1億円以上）

　内訳:工事コスト調査対象工事229件

       (H16：38件、H17：38件、H18：153件）

　　　 工事コスト調査対象以外(標準工事)の工事

470件

       (H16：111件、H17：78件、H18：281件）

38件 264件125件56件28件62件81件42件

落札率が90%
以下になると、
平均点未満の
工事となる割
合が急増。

平均点未満かつ下請企業が黒字の
工事

平均点未満かつ下請企業が赤字の
工事

平均点以上かつ下請企業が赤字の
工事

平均点以上かつ下請企業が黒字の
工事

工事成績評定点が平均点未満

平成２１年４月 品確議連総会資料
※国土交通省作成
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近畿管内の直轄工事における落札率

◆◆平成２０年度における近畿地方整備局発注工事の府県別平均落札率は以下のとおり平成２０年度における近畿地方整備局発注工事の府県別平均落札率は以下のとおり

・全体傾向としては一般土木の落札率は全工種と比較してやや低めである・全体傾向としては一般土木の落札率は全工種と比較してやや低めである

・和歌山県は全工種、一般土木とも９割を超え管内で一番高い落札率であった・和歌山県は全工種、一般土木とも９割を超え管内で一番高い落札率であった

全工種 一般土木
滋賀県 87.8 86.1
京都府 88.4 84.9
大阪府 87.5 85.8
兵庫県 86.5 85.1
和歌山県 92.2 90.9
奈良県 83.0 85.3
福井県 88.3 87.5
三重県 90.2 87.5

落札率（％）
府県



52低入札価格調査基準価格の見直し（ダンピング対策）
低入札価格調査基準価格：
調査基準価格とは、予算決算及び会計令第８５条において、「当該契約の内容に適合した履行がされないことと
なるおそれがあると認められる場合の基準」として、この価格を下回った場合には調査を行うこととしている価格の
こと

低入札調査基準価格の見直しについて

【範囲】

予定価格の２／３～８．５／１０

【計算式】

直接工事費×０．９５

共通仮設費×０．９０ 合計額

現場管理費×０．６０ ×１．０５

一般管理費等×０．３０

【見直し後の範囲】

予定価格の７．０／１０～９．０／１０

【見直し後の計算式】

直接工事費×０．９５

共通仮設費×０．９０ 合計額

現場管理費×０．７０ ×１．０５

一般管理費等×０．３０

H20.4～H21.3

【範囲】

予定価格の２／３～８．５／１０

【計算式】

直接工事費の額

共通仮設費の額 合計額

現場管理費×0.20 ×1.05

S62.4～H20.3 H21.4～

※平成２１年４月３日以降
入札公告をする工事から
適用

○低入札価格調査基準価格については、平成20年４月に算定式の見直しを行ったところであるが、ダンピング対策を
一層強化して、工事の品質確保を図る観点から、最新のデータに基づき、さらなる見直しを実施。

○中央公契連モデルについても4/10付けで改正し、地方公契連に周知。様々な機会を通じて、引き続き低入札調査基
準価格や最低制限価格の見直しを要請。
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0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

3 0 0

5 0 5 5 6 0 6 5 7 0 7 5 8 0 8 5 9 0 9 5 1 0 0 1 0 5 1 1 0 1 1 5 1 2 0 1 2 5 1 3 0 1 3 5 1 4 0 1 4 5 1 5 0

入 札 金 額 ／ 予 定 価 格 （ ％ ）

入
札
件
数
（
件
）

落 札 者 以 外 の 入 札 数

落 札 数

契 約 件 数 　 　 　  　 件 【 入 札 総 数 　 　 　 　 　   件 】8 6 4 4 , 6 4 8

0

100

200

300

400

500
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50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150

入札金額／予定価格（％）

入
札
件
数
（
件
）

落札者以外の入札数

落札数

契約件数　　　 　件【入札総数　　　　　  件】1,931 10,779

入札状況（速報）平成２０年３月

【平成２０年３月契約分】

【平成２１年２月契約分】

調査基準価格見直し

第２の応札ピークが
４～５％上昇

低入札調査基準価格見直し前後の入札状況比較

※１ 対象は、地方整備局において当該期間に契約された１００万円以上の工事。
※２ 速報値であり、今後修正があり得る。
※３ 随意契約は除く。

全体に占める
80%未満の応札者割合 約13%
〃 落札者割合 約18%

全体に占める
80%未満の応札者割合 約３%
〃 落札者割合 約４%

平均応札率 94.0％

平均落札率 88.4％

平均応札率 94.0％

平均落札率 89.8％

応札率99%～101% →920者（8.5%）
応札率99.5～100.5％→476者（4.4%）

応札率99%～101% →318者（6.8%）
応札率99.5～100.5％→173者（3.7%）

100%

100%
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工事の低入札価格調査制度

平成２０年度 近畿地整の低入札の現状

平成１８年度から平成２０年度までの発注件数に占める低入札の状況

1,3849%129 1,2518%99 1,29920%257 計

80015%116 774 12%90 891 18%157 １．０億円未満

2811%3 228 2%5 215 21%45 １．０億円以上 ２．０億円未満

1694%7 155 0%0 139 20%28 ２．０億円以上 ３．０億円未満

650%0 55 5%3 26 46%12 ３．０億円以上 ７．２億円未満

694%3 39 3%1 28 54%15 ７．２億円以上

全体件数低入件数(％)全体件数低入件数(％)全体件数低入件数(％)予定価格

平成２０年度平成１９年度平成１８年度

1,3849%129 1,2518%99 1,29920%257 計

80015%116 774 12%90 891 18%157 １．０億円未満

2811%3 228 2%5 215 21%45 １．０億円以上 ２．０億円未満

1694%7 155 0%0 139 20%28 ２．０億円以上 ３．０億円未満

650%0 55 5%3 26 46%12 ３．０億円以上 ７．２億円未満

694%3 39 3%1 28 54%15 ７．２億円以上

全体件数低入件数(％)全体件数低入件数(％)全体件数低入件数(％)予定価格

平成２０年度平成１９年度平成１８年度

平成１８年度第４四半期より採用した「施工体制確認型総合評価方式」により、全体件数に占める低
入札の率は減少した。しかし、施工体制確認型が適用されていない１億円未満では、平成１９年度に
比べ平成２０年度は増加傾向にある。

施工体制確認型を予定価格6千万円以上の工事(全工種）に適用
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１．三者会議の目的

工事目的物の品質確保を目的として、施工段階において、発注者（設計担当・工事担当）、設

計者、施工者の三者による『三者会議』を実施し、設計思想の伝達及び情報共有を図る。

２．三者会議による品質確保・向上の概要

三者会議は、施工者が設計図書を照査した後に、施工計画書の作成前に開催するものとし、

発注者（設計担当、工事担当）、設計者（管理技術者等）、施工者（現場代理人等）が出席する。

会議では、発注者（設計担当）・設計者から設計思想や施工上の留意事項等を説明するととも

に、施工者から設計図書に対する質問や現場条件に適した技術提案などを受ける。

原則として構造物が主体の工事を対象とする。

発注者
（設計担当、工事担当）

発注者
（設計担当、工事担当）

設計者 施工者

三者会議
設計思想の伝達 設計図書への質問

新たな技術提案

全体調整

設計思想の伝達及び情報共有設計思想の伝達及び情報共有

⇒工事目的物の品質確保・向上、工事の手戻りの防止

【H17年度】 全国での試行を開始

【H19年度】 構造物が主体の工事を対象

に、可能な限り三者会議を実施

（約1,500件実施）

【H20年度】 約2,000件の実施（予定）

三者会議（設計思想の共有化）
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■評価

三者協議会の評価と今後の対応

・ 施工者側に、円滑施工のための情報が増加

→ 結果的に、品質の向上、事故の減少、利益率の向上に

・ 設計者側にもメリット

→ 重大な瑕疵の回避、インハウスエンジニアの技術力向上

・ 回避すべき手法論の形式化・固定化

→ 時期、回数、内容などは工事の性格ごとに工夫

■今後の対応

・ 設計業務成果の品質向上策とのセットが必要
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【平成１８年度 】 北海道で１５件の試行工事を実施
【平成１９年度 】 全国の直轄工事で約２，５００件以上で実施、フォローアップ
【平成２０年度 】 フォローアップ結果を踏まえさらに対象工事を拡大（約４，０００件程度）
【平成２１年度 】 全直轄工事で実施予定

１日以内に回答
（完璧な回答が不可能な場合は、何らかの回答。）

発注者
相談

回答

受注者
職場内での

迅速な意見交換

施工方法の検討、設計変更等

相談内容の
資料作成

●問題認識の明確化（工期が１日延びる損失を相互に認識）
●発注者と受注者の情報共有（連携強化）

国民

発注者 受注者

●業務能率向上 ●工期短縮によるコスト縮減
●企業の経営向上

●経済効果（インフラの早期完成）
●国民満足度の向上

●施工品質の向上

●受発注者双方の意識改革
●経験や技術力の伝承

三方良しの
公共事業

ワンデーレスポンス（円滑な意思疎通）

言葉の呪縛



ワンデーレスポンス 評価と今後の対応 58

■総括的な評価

・ 工程管理の適正化には大きな効果

→ 結果的に、品質の向上、事故の減少、利益率の向上に

・ 発注者と受注者の“温度差”の改善が課題

→ 「ワンデー ＝ ２４時間」だけが目的化されている誤解

→ 「適切な工程管理」のための行動原理との理解が不足

→ 本来の目的を考える意識徹底 【意識改革】
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【目的】設計変更手続きの透明性と効率化。

【対象】基本的に全ての工事が対象。

【取組状況】

・ 平成１７年度より関東地方整備局において試行。

・ 平成２０年度中に、全ての整備局等で設置。

発注者

・設計変更の妥当性の審議
（設計変更ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの活用）
・設計変更手続きに伴う工事
中止の判断等

設計変更、先行施工承認に反映

施工者

・（技）副所長
・工務課長
・主任監督員

等

・現場代理人
・監理技術者
等

設計変更審査会（円滑な意思疎通）

設計変更審査会
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施工プロセスの適正化に向けた取り組みの位置づけ（全体）

設計変更の一層の適正化 キャッシュフローの確保

コミュニケーション
の確保

出来高部分払いを
選択しやすい
環境の整備

工事書類
の簡素化

・ワンデーレスポンス
・三者会議
・設計変更審査会
の運用

総価契約単価合意方式の
本格導入

検査の効率化
（施工プロセスを通じ
た検査において実施）

設計変更額の
積算方式の改善
（新規工種）

運用基準
の明確化

設計変更ガイドライン
などの作成

・ＡＳＰの導入
・全ツールの
ワン・パッケージ化
・運用の改善

設計変更ガイドライン
などの契約図書化

【テーマ】

【目的】

【H20まで】

【H21】

従前手法の改善事項

新規事項

片務性の排除

支払額
の適正化

生産性阻害要因の排除

●土木工事書類作成
マニュアル（案）の作成
と周知
●CALS/ECの本格化
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発注者と受注者のコミュニケーション向上施策を

建設業の生産性効率化につなげるための総合的な取組

三者会議
ワンデー

レスポンス

設計変更

審査会
電子納品

トータルプロセスを情報共有システム（建設系ＡＳＰ※）で効率的に実施

変
更
契
約

当
初
契
約

スケジュールの共有 工事書類の作成・提出・検索・閲覧

ファイルの一括管理

掲示板（協議内容の共有） ワークフロー（決裁迅速化、明確化）

電子納品データの作成支援

※ アプリケーション・サービス・プロバイダ

公共工事の施工中における、スケジュールや工事書類管理
共有機能、決裁機能（ワークフロー）、電子納品データの作
成支援機能を備えたアプリケーションソフトをインターネットを
通じて公共工事の受発注者にレンタルする事業者。

公共工事総合プロセス支援システム（案）

・工事書類のやりとりの効率化
・意思決定過程の明確化
・電子納品の編集の円滑化
・新しい現場関係の再構築



62設計変更ガイドラインなどの契約図書への位置づけ

平成２０年度までにガイドラインを全ての地方整備局で定め、各現場での適正な運用の
徹底を努めてきたところ。
今後発注する工事については、運用をさらに徹底するために、以下の事項を特記仕様書
に記載し、契約の一事項として扱う。

特記仕様書への位置づけ

設計変更が可能なケース

• 仮設において、条件明示の有無にかかわらず
当初発注時点で予期しえなかった土質条件や
地下水位等が現地で確認された場合

• 当初発注時点で想定している工事着手時期に、
請負者の責によらず、工事着手できない場合

• 「設計図書の照査」の範囲を超える作業を実
施する場合

設計変更が不可能なケース

• 設計図書に条件明示のない事項において、発
注者と「協議」を行わず請負者が独自に判断し
て施工を実施した場合

• 発注者と「協議」しているが、協議の回答がな
い時点で施工を実施した場合 等

その他

• 変更手続きフロー、設計変更の考え等

設計変更ガイドライン記載事例

第○条
設計変更等については、契
約書第１８条～第２４条及び
共通仕様書共通編1-1-13～
1-1-15に記載しているところ
であるが、その具体的な考え
方や手続きについては、「工
事請負契約における設計変
更ガイドライン（案）」（国土交
通省○○地方整備局）及び
「工事一時中止に係るガイド
ライン（案）」（国土交通省）に
よることとする。
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【工事成績評定実施の法定化】

●公共工事の品質確保の促進に関する法律（H17.4.1施行）
第6条 （発注者の責務）

公共工事の発注者は、～工事の監督及び検査並びに工事中及び完成時
の施工状況の確認及び評価その他の事務を適切に実施しなければなら
ない。

【工事成績の積極的な活用】

●企業評価における技術評価点での活用

●入札参加要件（企業及び配置技術者）での活用

●総合評価方式での活用（技術評価項目での活用）
・過去２年間の工事成績に応じた加点
・優良工事、優秀工事技術者等への加点

工事成績評定の重要性が従前よりも一層増大

Ⅱ 点差が大きい事項の重みの増大

Ⅰ これまで以上にきめ細かな技術力の評価

①「客観性の向上」 と ②「工事間の技術力の差の明確な評価」

工事成績評定を取り巻く状況と課題

Ⅲ 総合評価方式における技術提案へのインセンティブの付与
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工事成績の改正概要

１）評価段階の細分化
現行：３～５段階→改正：５～７段階

２）評点配分の見直し
技術の差がつく考査項目の配点

３）「高度技術」の見直し
都市部の工事、工期の長い工事を評価できる様に「工事
特性」として評価

４）技術提案履行の確認評価
技術提案の履行・不履行を２段階で評価

平成２１年４月１日以降に行う中間技術検査及び完成検査に
ついて適用している。

本改正に関する資料は国土交通省ホームページに掲載
http://www.mlit.go.jp/tec/index.html



65工事成績評定見直しのポイント

項 目 現 状 見直し

①評価段階の細分化
○ これまでの５段階評価（又は３段階）では、
一段階評価が異なることによる評定点の
差異が大きく、特定の段階の評価に偏る
傾向があった。

評価段階を細分化し、きめ細かな評価を行え
るように変更する。
技術検査官：出来形、品質 ５段階⇒７段階評
価
総括技術評価官：地域への貢献 ３段階⇒５
段階

②評点配分の見直し
○一部の考査項目については、評価が特
定の段階に偏っていた。

バラツキが少ない考査項目の配点を減じ、バ
ラツキの大きい考査項目の配点を増やす。

き
め
細
か
な
技
術
力
評
価

技
術
提
案
実
施
へ
の

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

付
与

③「高度技術」の見直し

（「工事特性」に変更）

○ 都市部での工事や、期間が長い工事、維
持工事は安全の確保や各種調整等につ
いて困難であることが想定されるので、そ
の履行が的確に行われた場合に、より積
極的に評価することが望まれている。

特異な技術といった観点から施工困難等の
工事特性への対応を評価する観点に評価対
象項目の記述を見直す。

「高度技術」から「工事特性」に名称を変更す
る。

より広い視野からの評価とするため評定者を
主任技術評価官から総括技術評価官へ変更
する。

④技術提案履行の

確認評価

○現行の成績評定要領策定時（平成１３
年）に比べて、総合評価落札方式が大幅
に普及している。

○技術提案の履行状況を以降の工事発注
へ活用することが望まれている。

検査時に技術提案の確認評価を行う項目を
追加する。
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入札契約
段階

精算段階

施
工
中

適正価格での契約の推進

①総合評価方式
地域への貢献や地域の精通度の評価を向上（地元優良企業の評価向上）

②ダンピング対策
国 ： 低入札調査基準価格を上回る応札者でも、施工体制が確保されるか厳格に確認し、

工事の品質が確保されないような価格での受注を排除。

地方：低入札調査基準価格の見直しを促進（現在、６４都道府県・政令市中４０自治体が未対応）
低入札調査の実施手法に関するガイドラインを作成し、低入札調査の実効性を向上

③不調・不落対策
見積もり活用型積算方式の活用により、実勢価格を予定価格により一層反映

採算性悪化要因の排除

①ワンデーレスポンス
施工者からの質問に対して迅速に回答する「ワンデーレスポンス」を拡大し、工期を短縮化

②三者会議
発注者・設計者・施工者からなる「三者会議」で情報共有を促進し、工事の手戻りを防止

③工事関係書類の簡素化
電子媒体・紙媒体の二重提出の防止の徹底等により、受注者側事務の増加を防止

追加費用の適正な支払いの徹底

①契約変更の円滑化
・設計変更ガイドライン等を周知徹底し、契約変更の対象となる事案を明確化
・受発注者間で設計変更審査会を開催し、契約変更の透明性・効率性を向上
・間接工事費見積り活用変更方式により、安全費等を契約変更の対象に拡大
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◆下請企業優良表彰について

制度の概要

①対象
下請企業

②企業要件
・専門工事業を行う１次下請企業
・下請負工事金額３，０００万円以上

③優良工事表彰等を受けた元請企業やその監督職員
からの推薦を元に、次の観点から選定
・下請企業が品質確保・向上に貢献していること
・元下請負契約や施工体制が適正であること

総合評価落札方式において表彰を受けた下請企業を活用する元請企業へ企業の施行能力として加点

制度の活用

発注者

・調達時の元請企業の評価に
当たり施工体制を含む優劣の
判断が可能

発注者

・調達時の元請企業の評価に
当たり施工体制を含む優劣の
判断が可能

下

請

企

業

の

表

彰

下

請

企

業

の

表

彰

品

質

向

上

品

質

向

上

下請企業

・下請負者の立場向上

・受注機会の拡大

下請企業

・下請負者の立場向上

・受注機会の拡大

元請企業

・工事成績評定の向上

・受注機会の拡大

元請企業

・工事成績評定の向上

・受注機会の拡大

下請企業表彰の活用による好循環の構築イメージ

平成１９年度、平成２０年度は該当なし 今年度については現在選定中



◆建設工事事故の現状と対策
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工事成績《法令遵守》

◇ 指名停止

・３ヶ月以上 ・・・・・・・・・・・・ ▲２０点

・２～３ヶ月 ・・・・・・・・・・・・・ ▲１５点

・１～２ヶ月 ・・・・・・・・・・・・・ ▲１３点

・２週間～１ヶ月 ・・・・・・・・・ ▲１０点

◇ 文書警告 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ▲ ８点

◇ 文書注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ▲ ５点

◇ 口頭注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ▲ ３点

◇ 不問



◆建設工事事故の現状と対策
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優良工事業者表彰
・「文書注意」以上の措置

管内全ての工事が対象外

・「口頭注意」

当該工事のみ対象外

・工事成績不良

工事成績が６０点未満の工事がある場合は、

管内全ての工事が局長表彰の対象外
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☆公募方式

官側より参加要件を提示し参加
希望者を募る

☆指名方式

官側において、経営状況・業務
成績・誠実性・地域特性等を考
慮し業者を選定

・入札参加者を１０者指名

・技術提案内容のﾋｱﾘﾝｸﾞ
により技術的に最適な者
を特定し、随意契約

☆価格競争 ☆技術競争

技術的工夫の余
地が少ない業務

技術力が要求される業務

○公募型競争入札

○簡易公募型競争入札

○公募型ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ

○簡易公募型ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ

・参加表明書により入札参
加者を１０者選定

業務の落札者の決定

○指名競争入札 ○標準ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ

・最低価格をもって
入札した者と契約

・最低価格をもって
入札した者と契約

・技術提案内容のﾋｱﾘﾝｸﾞ
により技術的に最適な者
を特定し、随意契約

※公募型は官報告示

・価格評価点＋
技術評価点の最
も高い者と契約

総合評価落札方式

参加希望者から提出された参加
表明書により業者を選定

簡易公募型は新聞公告

☆価格＋技術

技術的工夫の余
地がある業務

・価格評価点＋
技術評価点の最
も高い者と契約

入札契約方式

・参加表明書により技術提
案書提出者を５者選定

・選定した５者に対し技術
提案書提出を要請

コンサルタント業務の契約方式

参
加
者
の
選
定
方
法


